
　　　　　　　主　　　文
１　被告が原告に対し平成１２年１０月１６日付けでした「建築基準法６条５項の
規定による適合しない。」旨の通知処分を取り消す。
２　被告が原告に対し平成１２年１１月１３日付けでした「建築基準法６条５項の
規定による適合しない。」旨の通知処分を取り消す。
３　訴訟費用は，被告の負担とする。
　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
　主文同旨
２　被告
（１）　原告の請求をいずれも棄却する。
（２）　訴訟費用は，原告の負担とする。
第２　事案の概要
　本件は，被告が，①平成１２年１０月１６日付けで，原告に対し，原告が平成１
２年９月１９日付けでした建築基準法６条１項の規定に基づく建築確認申請（以下
「本件確認申請①」という。）について，「当該確認申請の申請敷地には既に使用
されている建築敷地が重複して存しており，建築基準法４３条１項の規定に適合し
ない。」として，「建築基準法６条５項の規定による適合しない。」旨の通知処分
（不適合処分）をし（以下「本件不適合処分①」という。），また，②平成１２年
１１月１３日付けで，原告に対し，原告が平成１２年１０月２５日付けでした建築
基準法６条１項の規定に基づく建築確認申請（以下「本件確認申請②」という。）
について，「当該確認申請の申請敷地には既に使用されている建築敷地が重複して
存しており，建築基準法４３条１項の規定に適合しない。」として，「建築基準法
６条５項の規定による適合しない。」旨の通知処分（不適合処分）をした（以下
「本件不適合処分②」という。）ことから，原告が，本件各不適合処分は違法であ
るとして，これらの処分の取消しを求めた事案である。
１　前提となる事実（証拠を掲げた事項以外は当事者間に争いがない。）
（１）　本件確認申請①及び本件不適合処分①
　原告は，別紙目録記載（一）の土地（以下「本件土地」という。）及び同目録
（二）の土地の東南部分を建物建築敷地として，平成１２年９月１９日付けで，既
存建物を取り壊し新たに建物を建築するために建築基準法６条１項の規定に基づく
建築確認申請をした（本件確認申請①）。
　被告は，平成１２年１０月１６日付けで，原告に対し，本件確認申請①につい
て，「当該確認申請の申請敷地には既に使用されている建築敷地が重複して存して
おり，建築基準法４３条１項の規定に適合しない。」として，「建築基準法６条５
項の規定による適合しない。」旨の通知処分をした（本件不適合処分①）。
（２）　本件確認申請②及び本件不適合処分②
　原告は，今度は「取壊し」ではなく「増築」として，本件確認申請①と同様の土
地を建物建築敷地として，平成１２年１０月２５日付けで，建築基準法６条１項の
規定に基づく建築確認申請をした（本件確認申請②）。
　被告は，平成１２年１１月１３日付けで，原告に対し，本件確認申請②につい
て，「当該確認申請の申請敷地には既に使用されている建築敷地が重複して存して
おり，建築基準法４３条１項の規定に適合しない。」として，「建築基準法６条５
項の規定による適合しない。」旨の通知処分をした（本件不適合処分②）。
（３）　本件各不適合処分の具体的理由
　上記「既に使用されている建築敷地が重複して」いるというのは，訴外ａ（以下
「ａ」という。）が，平成４年４月６日付けで同人の所有地である別紙目録記載
（三）及び（四）の土地上に建物の建築を企図して本件土地をも建物敷地として建
築確認申請をなし，平成４年４月１８日付けで建築確認を受けているところ，本件
土地の幅員が３メートルしかないため，本件各確認申請においては，ａの受けた建
築確認の内容と接道が重複するということである。
（４）　各審査請求及びこれらに対する裁決
　原告は，津市建築審査会に対し，平成１２年１２月１５日付けで，本件不適合処
分①につき，平成１３年１月１２日付けで，本件不適合処分②につき，それぞれ，
審査請求をした。
　津市建築審査会は，平成１３年１２月７日付けで，上記各審査請求を棄却する旨
の裁決をした。



２　争点
　本件の主たる争点は，「当該確認申請の申請敷地には既に使用されている建築敷
地が重複して存しており，建築基準法４３条１項の規定に適合しない。」旨の理由
で不適合処分をなすことが適法であるか否かという点と，本件において，原告に対
し，被告が本件各不適合処分をなすことが信義則上許されず，権利濫用に当たるか
否かという点である。
３　争点に関する当事者の主張
（原告の主張）
（１）　まず，別紙「概略図面」を用いて本件の経緯について説明する。
ア　原告は，原告所有の既設建物の存在する建物敷地（原告所有地Ａ－１部分）の
建物建築のため，本件土地（ｂ部分）の幅員３メートルの２分の１（本件土地は，
共有土地であり，原告の持分は２分の１である。）を，その接道として，昭和４５
年３月２４日付けで建築確認申請をなし，建築基準法に適合するものとして建築確
認を受けていた。
イ　ａは，昭和６１年９月２５日，ａ所有地（Ｂ部分）にａ所有の建物建築のため
確認申請をし，建築確認を受けた。この際接道の競合問題がどのように事前に検討
されたかは明らかでない。しかし，この建築確認がなされてａが工事を始め，これ
を知った原告が行政機関に抗議したため，三重県はａに対し，接道の競合を理由に
工事の中止を命じ，ａもこの建物建築を断念した。
ウ　ａは，平成４年４月６日付けで，再度ａ所有の土地（Ｂ部分）に建物建築を計
画し，行政関係者らと事前に協議し，建築確認申請をなし，建築確認を受けた。上
記建築確認申請書には，接道が重複することになる本件土地は，地番表示において
も，図面においても，全部ａの単独所有地であるかのような記載がなされている
が，ａは昭和５５年に原告以外の者から本件土地の共有持分２分の１を取得したに
すぎず，本件土地は原告との共有であった。
　原告は，事前に，原告が既に使用している２分の１の接道部分が重複するから建
築確認を認めるのは違法である旨建築主事らに指摘してきたが，建築主事は権利の
重複等私権の存否については調査する権限も義務もないとして建築確認をした。
エ　そこで，原告は，将来原告が既に建築確認を得て既設建物を建築している建物
敷地（Ａ－１部分）について，建物の増改築や建替え等の際に，「本件共有地」を
接道として当然に利用できると考え，平成１２年９月１９日付け及び同年１０月２
５日付けで，Ａ－１部分を建物敷地とする増改築や建替えについての建築確認申請
をした（本件各確認申請）。しかし，本件各確認申請は，既にａが建築確認を得て
いるａ所有地（Ｂ部分）の接道部分と重複するから法に適合しないとして却下され
た（本件各不適合処分）。
（２）　上記のように，原告が，法に従って，既に接道義務が満たされているとい
うことで建築確認を受けていた建物敷地の建物を建て直すに当たって，敷地の重複
が認められなされたａの得た建築確認と敷地の重複があるからとの理由で本件各確
認申請が却下されたことは到底容認できない。
　仮に，ａが，三重県の土木職員であっても，また，仮に建築が許されることを前
提とした内容の仮処分決定を利用したとしても，到底許されるものではない。この
ような行政処分が恣意的に相手によって不利不当に差別することは到底許されな
い。法の下の平等の至上原理に反する。
（３）　被告は，申請書以外の事実から確認申請を却下することは違法でないとの
学説を引用するが，原告の既得の建築確認を，その後のこれと重複するａの受けた
違法というべき建築確認によって，消滅させることができるのか，それが許される
か論じないで，ａの接道を是認しこれを前提に原告の本件各確認申請を認めなかっ
たことは許されない。
（４）　よって，「当該確認申請の申請敷地には既に使用されている建築敷地が重
複して存しており，建築基準法４３条１項の規定に適合しない。」旨の理由で不適
合処分をなすことは違法であり，仮に，一般的にはこれが違法ではないとしても，
本件において，被告が本件各不適合処分をなすことは，信義則上許されず，権利濫
用に当たる。
（被告の主張）
（１）　敷地の重複使用については，「既にＡ建築物の敷地とされている土地の一
部を新たに別個のＢ建築物の敷地として確認申請があった場合・・・一建築物一敷
地の原則が建基法の大原則である以上，既にＡ建築物の敷地である土地を敷地とし
た確認申請はそれ自体建基法に違反するものであり，そのことが判明している以上



確認すべきでない（少なくとも確認しなくてよい）ことは明らかだと思われる」
（梶原茂・楠本安雄共著「建築紛争処理の法と実務」ぎょうせい・６１～６３頁）
とされており，原告の本件各確認申請は既にａの建物の敷地とされている本件土地
を新たに原告が建てる建物の敷地として重複使用するとしてなされたものであり，
被告のなした本件各不適合処分は違法でない。
（２）　信義則違反，権利濫用との旨の原告の主張は争う。なお，ａの受けた建築
確認は，被告ではなく，三重県建築主事がなしたものである。
第３　当裁判所の判断
１　建築基準法（改正前。以下同じ。）６条１項に規定するいわゆる建築確認は，
申請に係る建築物の計画が当該建築物の敷地，構造及び建築設備に関する法律並び
にこれに基づく命令及び条例の規定（以下「建築関係規定」という。）に適合して
いることを公権的に確認する行為であり，申請書を受理した建築主事は，申請に係
る建築物の計画が建築関係規定に適合しているか否かを審査すべきものとされてい
る（同法６条３項）。
２　ところで，①建築確認は申請人が当該申請にかかる建築物の敷地を使用し得る
私法上の権利を有するかどうかとは無関係に行われるものであり，建築主事の審査
すべき対象事項の中には，建築予定地たる申請敷地に対して当該建築主が真実所有
権や賃借権等の実体上の使用権を有しているか否かは含まれていないから，建築主
事は，ただ，申請敷地が存在するか否か，公道が存在するか否か，申請敷地が接道
義務を満たしているか否か等の外形的事項について審査すれば足り，申請敷地の使
用権の有無まで審査する義務や権限はないと解せられること，②そもそも，建築確
認がなされたからといって当該建築主にその申請敷地に対する実体上の使用権が発
生するわけではないこと，③そして，建築関係規定中には，ある土地をある建物の
敷地とする建築確認がなされた場合に，後にその敷地の一部を他の建物の申請敷地
とする建築確認申請（敷地の重複申請）及び上記のような申請に対する建築確認
（敷地の重複確認）を直接禁止する規定がないこと，以上の点を考慮すると，建築
主事は，当該建築確認申請が敷地の重複申請に当たるか否かまで審査する義務はな
く，また，たとえ何らかの事情により当該申請が敷地の重複申請に当たることを知
ったとしても，そのことについて行政指導をするかどうかはともかく，最終的には
これを考慮することなく，当該申請に係る建築物の計画が建築関係規定に適合する
かどうかを審査すれば足り，当該申請が敷地の重複申請であることを理由に不適合
処分をすることは許されないものと解するのが相当である。
　しかるに，本件各不適合処分は，対応する確認申請（本件各確認申請）が敷地の
重複申請に当たるとの理由でなされたものであるから，いずれも違法であるといわ
ざるを得ない。
　この点，被告は被告の主張（１）のとおり主張しているところ，なるほど建築基
準法施行令１条１号は，敷地につき「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二
以上の建築物のある一団の土地をいう。」と定義して，「一建物，一敷地の原則」
を定めており，この規定によれば，建築基準法は同一敷地を異なる建築物が重複し
て使用し，既存の建築物の違法化を招くことを容認しない建前を一応とっていると
はいい得る。しかし，この規定は，直接には個々の建築物について独自の敷地が成
立するという原則を規定したもので，敷地相互間の関係について規定したものでは
ないこと，現行法上建物とその敷地との関係を公示する制度はなく，建築確認の申
請書の保存期間等についても何らの規定も設けられていないこと，土地の利用関係
に関する私人間の紛争は最終的には民事裁判によって確定されるべきものであるこ
とからして，この規定をもって，敷地を二重使用することとなる建築確認が重複的
に行われることが許容されないとするまでの根拠とすることはできない。したがっ
て，同被告の主張は採用できない。
４　結論
　よって，原告の請求は理由があるからこれを認容することとし，主文のとおり判
決する。
津地方裁判所民事部
裁判長裁判官　内田計一
裁判官　後藤隆
裁判官　大竹貴

（別紙目録及び概略図面は省略しました）




